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（注 9） 接受について，通説は外国の大使・公使を接見することに限るべきであるとする

が，実際には，大使・公使の信任状の受理も天皇が行うのが慣行となっている。 

 

（注 10） 「儀式を行ふ」とは，天皇が儀式を主宰することをいう。即位の礼（皇室典範

24）などがこれに当たる。 

 

（注 11） 国務大臣の意義 

【図表 13】 

 
広義の国務大臣 狭義の国務大臣 

意 義 内閣総理大臣を含む内閣の構成員全員 内閣総理大臣を除いた内閣の構成員 

具体例 
憲法尊重擁護義務を負う国務大臣 

（99 条） 

天皇が任免を認証する国務大臣 

（7 条 5 号） 

 

（注 12） 「その他の官吏」には，最高裁判所判事（長官以外の最高裁判所裁判官，裁判

所 39 条 3 項）や高等裁判所長官（裁判所 40 条 2 項）などがある。 

 

（注 13） 全権委任状とは，特定の条約の締結に関し全権を委任する旨を表示する文書を

いい，信任状とは，大使・公使を外交使節として派遣する旨を表示する文書をい

う。 

 

（注 14） 大赦，特赦，減刑，刑の執行の免除及び復権をあわせて恩赦という。恩赦とは， 

公訴権を消滅させ，又は刑罰権の全部又は一部を消滅させる行政権の作用である。 

 

（注 15） 条約の締結について当事国が最終的に確認することを批准といい，国として条

約を批准する旨の意思を表示した文書を批准書という。条約の締結（相手国との

交渉及び批准）は内閣の権限に属する（73 条 3 号本文）。なお，条約が国会の承認

（73 条 3 号但書）を受けて成立したときは，天皇がこれを公布する（7 条 1 号）。 

 

（注 16） 「その他の外交文書」には，大使・公使の解任状などがある。 
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2 国事行為の代行 

【図表 14】 

 
臨  時  代  行 摂    政 

地 位 の 

発生原因 

天皇に精神若しくは身体の疾患又は事故

があるとき，内閣の助言と承認により，

天皇が国事行為の代行を委任する 

（4 条 2 項，臨時代行 2 条 1 項） 

皇室典範所定の場合（5 条） 

①天皇が未成年であるとき 

（皇室典範 16 条 1 項） 

②天皇が精神若しくは身体の重患又

は重大な事故により国事行為を自

らすることができないと皇室会議

で判定されたとき 

（皇室典範 16 条 2 項） 

代行する 

国事行為 

の 範 囲 

代行を委任された国事行為 

（国事行為の全部でも一部でもよい） 

国事行為の全部 

（天皇の法定代理機関） 

資 格 者 

成年に達した皇族 

（臨時代行 2 条 1 項，皇室典範 17 条 1 項） 

（注） 

成年に達した皇族 

（皇室典範 17 条 1 項） 

（注） 

在任中の 

訴追免除 

の 制 度 

ある 

（臨時代行 6 条） 

ある 

（皇室典範 21 条） 

 

（注） 皇族とは，天皇以外の皇室の構成員（皇后・太皇太后・皇太后・親王・親王妃・内

親王・王・王妃・女王）をいう（皇室典範 5 条）。 

 

 

 




